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Ⅰ 検討の背景 

情報通信審議会情報通信技術分科会 IP ネットワーク設備委員会では、平成 17 年 11 月

から、情報通信審議会諮問第 2020 号「ネットワークの IP 化に対応した電気通信設備に係

る技術的条件」（平成 17 年 10 月 31 日諮問）について検討を行ってきているところである。 

近年、情報通信分野における技術の進展により、電気通信設備等への仮想化技術の導

入やクラウド・サービスの利用が進み、多様な電気通信設備等を使用したネットワークの構

築等が行われるようになるとともに、関与するステークホルダーが増加していることから、通

信サービスの提供構造の多様化・複雑化等が進展している。 

情報通信審議会答申「デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信

番号制度の在り方」（令和３年 12 月８日）1においては、MVNO2や BWA3事業者等（BWA サ

ービスの伝送交換等に必要なコア機能を BWA 事業者に提供する事業者を含む。）（以下

「MVNO 等」という。）への音声伝送携帯電話番号の指定を可能とすることが適当とされて

おり、通信サービスの提供構造の多様化・複雑化等が今後更に進展すると考えられる。 

また、「電気通信事業ガバナンス検討会」においては、利用者が安心して利用でき、高い

信頼性を有する通信サービスの確保に向けた検討が行われ、同検討会報告書（令和４年２

月 18 日）4には、多様な事業者による仮想化技術等を活用して提供される設備や機能など、

通信サービスを提供する設備が多様化している状況を踏まえ、電気通信事業者に対する

技術基準 5への適合維持義務の対象となる電気通信設備の範囲等の見直しを行うことが

必要である旨の提言がなされている。 

こうした状況下において、国民生活や社会経済活動の重要なインフラとなっている様々

な通信サービスを確実かつ安定的に提供できる情報通信ネットワークの構築を確保してい

くことを目的として、「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した

電気通信設備に係る技術的条件」について検討を行い、現行の電気通信事業法に基づく

技術基準等に係る制度の見直しを行う必要がある。 

本報告書は、「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した電

気通信設備に係る技術的条件」のうち、「音声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNO 等

に係る技術的条件」について、令和４年５月から同年６月までにかけて開催した IP ネットワ

ーク設備委員会 技術検討作業班において検討を行った結果を第一次報告として取りまと

めたものである。 

 

Ⅱ 作業班の構成 

IP ネットワーク設備委員会の下に、技術検討作業班を設置して検討を行った。技術検討

作業班の構成員は別表１のとおりであり、オブザーバとして関係者の参加を求めることとし

                         
1 総務省報道資料「デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方」－情報通

信審議会からの答申－（令和３年 12月８日） 
2 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)：自ら無線局を開設・運用せず、MNOの提供する移動通信サービスを

利用して、移動通信サービスを提供する電気通信事業者 
3 BWA(Broadband Wireless Access)：広帯域移動無線アクセスシステム 
4 総務省報道資料「電気通信事業ガバナンス検討会 報告書」及び意見募集の結果の公表（令和４年２月 18日） 
5 総務省令（事業用電気通信設備規則（昭和 60年郵政省令第 30号））で定める技術基準 
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た。 

 

Ⅲ 検討経過 

これまで、計３回の技術検討作業班を開催して検討を行い、「仮想化技術等の進展に伴

うネットワークの多様化・複雑化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち、「音

声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNO 等に係る技術的条件」について報告書を取り

まとめた。 

 

(1) 技術検討作業班での検討 

① 第 41 回技術検討作業班（令和４年５月 20 日） 

現行の事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）で定める技術基準

について確認を行うとともに、音声伝送携帯電話番号の指定を受けて音声伝送サービ

スを提供する場合に想定されるネットワーク構成や技術基準の適用に関する考え方に

ついて、株式会社インターネットイニシアティブ、日本通信株式会社、一般社団法人日

本ケーブルテレビ連盟からの説明を受け、意見交換を行った。 

 

② 第 42 回技術検討作業班（令和４年６月２日） 

「音声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNO 等に係る技術的条件」について、論

点整理を行った。 

 

③ 第 43 回技術検討作業班（令和４年６月 23 日） 

技術検討作業班におけるこれまでの検討結果について、技術検討作業班第一次報

告（案）として取りまとめ、「音声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNO 等に係る技

術的条件」として、IP ネットワーク設備委員会に報告することとした。 
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Ⅳ 検討結果 

第１章 検討の経緯等 

1.1 検討の経緯 

現行の電気通信番号制度において、音声伝送携帯電話番号（070/080/090 番号）は、携

帯電話又は PHS に係る役務に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者

の端末設備等を識別する番号として規定されている。音声伝送携帯電話番号の指定に当

たっては、表 1-1 に示すとおり携帯電話の基地局の免許等を受けていることや、事業用電

気通信設備に係る技術基準への適合を確保した上で自己確認を行うこと等が条件となって

おり、これらの条件を満たすことが可能なのは MNO6のみとなっている。MNO が総務大臣

から音声伝送携帯電話番号の指定を自ら受けることによって携帯電話の音声伝送サービ

スを提供している一方、MVNO は MNO から同番号の卸提供を受ける形で同サービスを提

供している状況にある。 

 

＜表 1-1＞音声伝送携帯電話番号の使用に関する条件 

項目 主な条件 

緊急通報 
利用者が緊急通報を行うことが可能であること。 
（※）音声伝送携帯電話番号をデータ伝送役務及びショートメッセージサービ

スのみに使用する場合等を除く。 

番号ポータビリティ 

音声伝送携帯電話番号の指定を受けた電気通信事業者の相互間で、
番号ポータビリティが可能であること。 
（※）音声伝送携帯電話番号をデータ伝送役務及びショートメッセージサービ

スのみに使用する場合等を除く。 

番
号
の
指
定
条
件 

基地局の免許等 
電波法に基づき、携帯電話の音声伝送役務を提供するための基地局
の免許等を受けていること。 

技術基準への適合 
携帯電話の音声伝送役務を提供するための電気通信設備について、
電気通信事業法の技術基準の適用を受けるものであり、かつ、事業
用電気通信設備の自己確認を行っていること。 

他事業者との接続 

次に掲げるいずれかの方法により網間信号接続を行うこと。 
(1)直接又は他の電気通信事業者（一の者に限る。）の網を介して

第一種指定電気通信設備と接続する方法 
(2)全ての接続対象事業者（※）とインターネットプロトコルを使

用して直接接続する方法(ENUM 方式に限る。) 
（※）固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号のいずれかの指定を受けた

電気通信事業者 

 

こうした中、一部の MVNO から、今後自らが設置する IMS7を MNO と接続することによる

音声相互接続を実現し、ホスト MNO に縛られず能動的に多様な付加価値サービスの創

出・提供を実現する観点から、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けたい旨の要望が

                         
6 MNO(Mobile Network Operator)：無線局を自ら開設・運用して移動通信サービスを提供する電気通信事業者。

携帯電話サービスについては、株式会社 NTTドコモ、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバン

ク株式会社、楽天モバイル株式会社の５社（令和４年３月末時点）。 
7 IMS(IP Multimedia Subsystem)：VoIPによる電話、音声、映像の送受信を含むマルチメディアサービスの提供

基盤 
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寄せられた。また、総務省の「デジタル変革時代の電波政策懇談会」において、現在の制

度では「主としてデータ伝送」のシステムとして定義されている BWA について、BWA 用周

波数を音声利用に用いることが技術的に可能であり、具体的なニーズが顕在化したのであ

れば、データ伝送の付加的な位置付けとして、音声利用も認める方向で制度整備を進めて

いくべきであるとの方針が示されたこと等を受けて、地域 BWA サービスを提供する事業者

から、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けて音声伝送サービスを提供したいとの要

望が寄せられた。 

このようなモバイル市場における環境の変化、MVNO 等からの要望等を踏まえつつ、今

後のデジタル社会において多様なサービスを創出していくため、MNO と MVNO 等間の公正

な競争を一層促進しつつ、利用者利益の向上を図っていくことが重要であり、こうした観点

を踏まえ、令和３年５月から音声伝送携帯電話番号に係る電気通信番号制度の在り方に

ついて検討が行われ、情報通信審議会答申「デジタル社会における多様なサービスの創

出に向けた電気通信番号制度の在り方」の中で、MVNO 等に対し音声伝送携帯電話番号

を指定できるようにすることが適当であるとの方針が示されたところである。 

 

1.2 音声伝送携帯電話番号の指定の在り方に関する条件等 

情報通信審議会答申「デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信

番号制度の在り方」においては、MVNO 等に対し音声伝送携帯電話番号を指定できるよう

にすることが適当であるとされており、その指定の条件として、携帯電話に係る基地局の免

許等の条件を除き、現行の MNO が満たすべき条件と同等の条件を適用すべきであるとさ

れている。 

音声伝送携帯電話番号の指定に係る条件のうち、携帯電話に係る基地局の免許等に関

する条件については、基地局を自ら設置しない MVNO に対してそのまま適用することはで

きないため、これに代わる条件として、少なくとも、以下の条件を新たに設け、これらを適用

することが適当であるとされている。 

＜携帯電話に係る基地局の免許等に関する条件＞ 

イ 音声呼の制御に必要な設備（IMS 又はこれに相当する設備）を設置すること 

ロ 加入者情報の管理・認証に必要な設備（HLR/HSS8又はこれに相当する設備）を設置

するとともに、IMSI9の指定を受けること 

ハ MNO が提供エリアとする全国での発着信が可能となるようホスト MNO との連携を行

うこと 

なお、BWA 事業者が自網を利用して音声伝送サービスを提供する場合については、IMS

や HLR/HSS 等のような設備の設置に係る条件は何らかの形で確保される蓋然性が高い

ことから、単に BWA に係る基地局の免許等を受けていることを条件とすることが考えられる

とされている。他方、一部の地域 BWA 事業者においては、データ伝送サービスの提供の際

に、BWA サービスの伝送交換等に必要なコア設備を自ら設置せず、他者からコア機能の

                         
8 Home Location Register / Home Subscriber Server。携帯電話番号、端末の所在地、顧客の契約状況といった

顧客情報を管理するデータべース。 

9 International Mobile Subscription Identity。電気通信回線設備に接続された端末設備を識別するための番

号であり、加入者識別に使用される。 
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提供を受けることにより地域 BWA サービスを実現していることから、このようなシステム構

成の場合については、コア機能を提供する事業者（以下「コア機能提供事業者」という。）が

音声伝送携帯電話番号の指定を受けられるようにすることが適当であるとされている。 

技術基準への適合に関しては、MVNO 等が MNO と同等の携帯電話の音声伝送サービ

スを提供するためには、MVNO 等が音声伝送サービスを提供するために設置する電気通

信設備についても、MNO と同等の技術基準に適合することが求められ、これを確保するた

めには、MVNO 等に対しても MNO に課されている現行の技術基準と同等の条件を適用す

ることが適当であるとされている。あわせて、音声伝送携帯電話番号の使用に関する条件

として、MNO に求められている事業用電気通信設備の技術基準への適合維持等について、

MVNO 等に対してどのように制度的に担保していくべきか、今後検討していく必要があると

されている。 

以上のような状況を踏まえ、音声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNO 等に係る技

術的条件について、技術検討作業班において議論を行い、検討結果を取りまとめることと

した。 

 

1.3 携帯電話用設備に係る技術基準の現状 

（１）技術基準の概要 

電気通信事業法では、利用者と利用者との間をつなぐ伝送路設備を通信サービスの安

定的な提供のために重要視すべき設備として捉えており、伝送路設備を含む電気通信回

線設備 10を設置する電気通信事業者（以下「回線設置事業者」という。）、利用者の利益に

及ぼす影響が大きい通信サービス 11を提供する電気通信事業者等に対して、その電気通

信事業の用に供する電気通信設備を、事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第

30 号）で定める技術基準に適合するように維持することを義務付けている。また、これらの

事業者には、事業用電気通信設備の使用を開始する前に、技術基準に適合していることを

自ら確認し、その確認結果を総務大臣に届け出ることが義務付けられている。 

電気通信事業法では、情報通信ネットワーク全体の中で情報を伝送する役割を担う回線

設置事業者等に対し、図 1-1 に示すように、損壊・故障対策、適正な品質の維持、通信の

秘密の保持、他の電気通信事業者等の設備の損傷等の防止及び他の電気通信事業者等

の設備との責任の分界の明確化を求めることで、通信サービスの円滑な提供を確保するこ

ととしている。 

 

                         
10 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれら

の附属設備 
11 有料で利用者 100万人以上のサービスを提供する電気通信事業者を総務大臣が指定。令和４年６月現在、

(株)NTTぷらら、ビッグローブ(株)、ニフティ(株)、GMOインターネット(株)の４社が指定されている。 
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①損壊又は故障の対策
②適正な品質の維持
③通信の秘密の保持

④他の電気通信事業者等の設備の
損傷等の防止

⑤他の電気通信事業者等の設備との
責任の分界の明確化

技術基準において求められる事項

発電機等

交換設備

予備機器の設置

他者
設備

故障検出

他者設備の
損傷防止、

機能障害防止

保安装置

責任の分界

交換設備

異常ふくそう対策

大規模災害対策
（迂回経路等）

耐震対策、電源
の安定供給、防

火対策等

試験機器・応急復旧機材
の配備

停電対策

通信内容の
秘匿措置

蓄積情報の
保護

通信ビル

音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備に
ついては、品質基準が設けられている。
・アナログ電話用設備
・総合デジタル通信用設備

（音声伝送役務の提供の用に供するものに限る）

・0AB-J IP電話用設備
・携帯電話・PHS用設備
・その他（050IP電話用設備）

高い品質基準

自主基準

最低限の品質基準 防護措置

 
＜図 1-1＞技術基準において求められる事項のイメージ 

 

また、事業用電気通信設備規則において、提供する通信サービスの種類に応じた項目

が技術基準として規定されており、図 1-2 に示すように、音声伝送役務用設備に対しては、

予備機器の設置、故障検出機能の具備、異常ふくそう 12対策、大規模災害対策等の損壊・

故障対策等を求めることで、通信サービスの円滑な提供を確保することとしている。 

 

※ 携帯電話の品質基準は、電波の伝搬状態に応じて通話品質が影響を受けることを考慮し、基準を一律に定めるのではなく、自主基準としている。

アナログ
電話用設備

上記以外の設備
（データ伝送役務用設備等）

○予備機器

○故障検出機能

○防護措置

○異常ふくそう対策

○耐震対策

○停電対策

○大規模災害対策 等

○防護措置

○異常ふくそう対策

○大規模災害対策 等

総合デジタル
電話用設備

0AB-J 
IP電話用設備

携帯電話・
PHS用設備

その他
（050IP電話用設備）

高い品質基準

損壊・故障対策 品質基準

自主基準※

規定なし

最低限の品質基準

［通信の秘密］
○通信内容の秘匿措置

○蓄積情報保護

［他者設備の損傷防止］

○損傷防止

○機能障害の防止

○漏えい対策

○保安装置

○異常ふくそう対策

［責任の分界］

○分界点

○機能確認

通信の秘密・ 他者設備の
損傷防止・責任の分界

音
声
伝
送
役
務
用
設
備

 
＜図 1-2＞通信サービスの種類に応じた事業用電気通信設備の技術基準 

 

（２）携帯電話用設備に係る技術基準 

音声伝送役務用設備については、通信サービスの提供が停止した場合に、国民生活や

社会経済活動に深刻な影響を与えることが予想され、確実かつ安定的な提供が特に強く

求められていることから、技術基準においても、050IP 電話用の設備を除き、損壊・故障対

策として、予備機器等の設置、故障検出機能の具備、防護措置、試験機器及び応急復旧

機材の配備、異常ふくそう対策、耐震対策、停電対策、大規模災害対策等の項目が規定さ

れている。携帯電話用設備は、音声伝送役務用設備に該当することから、損壊・故障対策

として、同様の項目が適用されている。一方で、品質基準については、無線区間の通話品

質が電波の伝搬状況に応じて影響を受けること等を考慮し、基準を一律に定めるのではな

く、自主基準を基本としている。 

                         
12 特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象 
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携帯電話用設備に係る技術基準の規定項目は、表 1-2 のとおりである。参考として、電

気通信回線設備を設置せずに技術基準の適用を受ける場合の規定項目を「回線非設置

かつ有料大規模の携帯電話用設備」の欄に記載しており、携帯電話用設備の規定項目と

比較すると、電気通信回線設備を設置していないことから、伝送路設備に係る規定項目に

差異が見られる。また、050IP 電話用の設備に対する規定項目についても参考として併記

しており、携帯電話用設備の規定項目と比較すると、050IP 電話が低コスト性、柔軟性、拡

張性等を訴求したものであり、多様な機器構成で提供されることが前提となっていることか

ら、損壊・故障対策の規定項目及び総合品質の規定項目に差異が見られる。 
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＜表 1-2＞携帯電話用設備等に係る技術基準の規定項目 

規定項目(事業用電気通信設備規則において該当する条を記載) 携帯電話用設備
回線非設置かつ
有料大規模の

携帯電話用設備

050IP電話用
の設備

損壊・故障
対策

第４条 ・予備機器等の設置

交換設備 ○ ○ ー

伝送路設備 ○ ー ー

多重変換装置等 ○ ○ ー

交換設備間を接続する伝送路設備 ○ ー ー

第５条 ・故障検出 ○ ○ ○

第６条 ・防護措置 ○ ○ ○

第７条、第
16条の３

・試験機器及び応急復旧機材の配備
試験機器 ○ ○ ー

応急復旧機材 ○ ○ ○

第８条、第８
条の２

・異常ふくそう対策
○ ○ ○

トラヒックの瞬間的急増の対策 ○ ○ ー

第９条、第
16条の４

・耐震対策

床への緊結 ○ ○ ○

構成部品の固定 ○ ○ ○

重要な設備 ○ ○ ー

第10条 ・電源設備
○ ○ ○

予備機器の設置 ○ ○ ー

第11条 ・停電対策 ○ ○ ー

第12条 ・誘導対策 ○ ○ ○

第13条、第
16条の４

・防火対策等

通信機械室 ○ ○ ○

コンテナ等、とう道 ○ ○ ー

他事業者に場所を提供する場合 ○ ○ ー

第14条 ・屋外設備の保護 ○ ○ ○

第15条 ・設備を収容する建築物等の保護 ○ ○ ー

第15条の２ ・有線放送設備の線路と同一の線路を使用する場合 ○ ー ○

第15条の３ ・大規模災害対策

ループ状の大規模な伝送路設備 ○ ー ー

県庁等に係る伝送路設備 ○ ー ー

重要な設備の地域分散設置 ○ ○ ○

伝送路設備の地域分散設置 ○ ー ○

防災計画を考慮した設置 ○ ○ ー

秘密保持
第17条、第
18条

・通信内容の秘匿措置、蓄積情報保護 ○ ○ ○

他者設備
の損傷・機
能障害防

止

第19条、第
20条、第21
条、第22条

・損傷防止、機能障害の防止、保安措置の設置、異常ふくそう対策 ○ ○ ○

責任分界
第23条、第
24条

・分界点の明確化、機能確認 ○ ○ ○

電源供給、
信号条件

等

第27条-第
33条

・端末設備等を接続する点における電源供給、端末設備等が送出する信号の受信
条件、信号や可聴音の送出条件等

ー ー ー

基本機能

第35条の３
等

・発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること
・電気通信番号を認識すること
・着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。
・通信の終了を認識すること

○ ○ ○

第33条の２、
第35条の３
等

・ファクシミリによる送受信が正常に行えること ー ー ー

通話品質 第34条等 ・呼を疎通する端末設備－局舎間での音量の減衰に係る品質
・（3G以前）基準を
自ら定め維持

・(VoLTE以降)ー
ー ー

接続品質 第35条等 ・呼の疎通しやすさに係る品質

自動接続遅延時間が3秒以上とな
る確率が0.01以下

ー ー ー

呼損率0.15以下 ○ ○ ○

国際電話発信の呼損率0.1以下 ○ ー ○

国際電話着信の呼損率0.11以下 ○ ー ○

接続遅延30秒以下 ○ ○ ○

総合品質
第35条の２
等

・呼を疎通する端末設備同士間での音声伝送に係る品質
(VoLTE以降のみ)

基準を自ら定め維持
(VoLTE以降のみ)

基準を自ら定め維持
Ｒ値50超、平均
遅延400ms未満

NW品質
第35条の２
の２等

・呼を疎通するIPネットワーク部分に係る品質 ー ー ー

安定品質
第35条の２
の３等

・呼の疎通の安定性に係る品質 ー ー ー

緊急通報
第35条の２
の４等

緊急通報を扱う場合は、
・緊急通報を、管轄する受理機関に接続すること
・位置情報等を受理機関に送信する機能を有すること
・回線保留または呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること

○ ○ ○

災害時優
先通信

第35条の２
の５等

・災害時優先通信を優先的に取り扱うことができること ○
災害時優先通信を

扱う場合は○
災害時優先通信
を扱う場合は○

発信者番号
偽装防止

第35条の２
の６等

・利用者に付与した電気通信番号と異なる電気通信番号を送信することがないよう
必要な措置を講じること

○ ○ ○

 
○：適用対象  －：適用対象外 
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1.4 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の現状 

総務省においては、情報通信ネットワーク全体から見た対策項目について網羅的に整

理・検討を行い、ハードウェア及びソフトウェアに備えるべき機能やシステムの維持・運用に

係る留意点等を総合的に取り入れた安全・信頼性に関する推奨基準（ガイドライン）として、

「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」（昭和 62 年２月 14 日郵政省告示第 73 号、最終

改正令和３年３月 19 日（総務省告示第 103 号））（以下「安全・信頼性基準」という。）を策定

している。 

安全・信頼性基準では、図 1-3 に示すとおり、電気通信事業者のネットワークについて技

術基準以外のソフトウェア対策やセキュリティ対策等を規定するとともに、電気通信事業者

以外の自営情報通信ネットワークやユーザネットワークについても様々な対策を規定して

いる。電気通信事業法に基づく強制基準としての技術基準と安全・信頼性基準が両輪とな

り、情報通信ネットワークの安全・信頼性の確保を図っている。 

 

1.設備等基準 ・・・ 情報通信ネットワークを構成する設備及び情報通信ネットワークを構成する設備を設置する環境の基準（65項目171対策）

2.管理基準 ・・・ 情報通信ネットワークの設計、施工、維持及び運用の管理の基準（43項目178対策）

第１．設備基準
47項目121対策

1.一般基準(15項目67対策) 2.屋外設備(17項目22対策) 3.屋内設備(8項目13対策) 4.電源設備(7項目19対策)

第２．体制
18項目46対策

1.情報通信ネットワークの管理体制(2項目8対策) 2.各段階における体制(16項目38対策)

第１．方針
9項目9対策

1.全体的・部門横断的な
設備管理(3項目3対策)

2.関係法令等の遵守
(1項目1対策)

3.設備の設計・管理
(2項目2対策)

4.情報セキュリティ管理
(3項目3対策)

第２．環境基準
18項目50対策

1.センターの建築(4項目13対策) 2.通信機器室等(6項目22対策) 3.空気調和設備(8項目15対策)

第３．方法
16項目123対策

2.事故発生時の取組(2項目17対策) 3.事故収束後の取組(1項目6対策)1.平常時の取組(13項目100対策)

解説 ・・・ 全ての対策項目に関する措置例等について参考として解説

指針 ・・・ 管理基準に基づく指針 情報セキュリティポリシ－策定のための指針 危機管理計画策定のための指針

 
＜図 1-3＞情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の全体像（概要） 

 

安全・信頼性基準においては、自ら電気通信回線設備を設置する事業者に対する推奨

基準を「電気通信回線設備事業用ネットワーク」の規定項目として定めている。また、他の

電気通信事業者の電気通信回線設備を用いる事業者に対する推奨基準を「特定回線非設

置事業用ネットワーク」の規定項目として定めている。 

自ら電気通信回線設備を設置する MNO のネットワークは「電気通信回線設備事業用ネ

ットワーク」に該当し、自ら電気通信回線設備を設置しない MVNO 等のネットワークは「特定

回線非設置事業用ネットワーク」に該当するため、これらにはそれぞれ異なる規定項目が

適用されることとなる。 

 

【安全・信頼性基準におけるネットワークの定義】 

・電気通信回線設備事業用ネットワーク 
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 ：電気通信事業法第 41 条第１項※１又は第３項※２に規定する電気通信設備を電気通信事

業の用に供する電気通信事業用ネットワーク 

※１ 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の、その電気通信事業の用に供

する電気通信設備 

※２ 適格電気通信事業者 13の、その基礎的電気通信役務 14を提供する電気通信事

業の用に供する電気通信設備 

 

・特定回線非設置事業用ネットワーク 

 ：他の電気通信事業者の電気通信回線設備を用いて、電気通信事業法第 41 条第２項※３

又は第５項※４に規定する電気通信設備を電気通信事業の用に供する電気通信事業用

ネットワーク 

※３ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の、その基礎的電気通信役務

を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備のうち、※１、※２以外のも

の 

※４ 利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者

の、当該電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の

うち、※１以外のもの 

 

・その他の電気通信事業用ネットワーク 

 ：「電気通信回線設備事業用ネットワーク」及び「特定回線非設置事業用ネットワーク」以

外の電気通信事業用ネットワーク 

 

  

                         
13 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であって、電気通信事業法第 108条第１項に掲げる基準に適合

すると認められ、その申請を通じて、総務大臣により指定された者。 
14 国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電

気通信役務。 
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第２章 音声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNO 等に係る技術的条件 

2.1 技術基準の検討に当たって想定したネットワーク構成 

自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNO 等に係る技術基準の検討を行うに

当たり、想定されるネットワーク構成のモデル化を行った。これは、MVNO 等が音声伝送携

帯電話番号の指定を受けて音声伝送サービスを提供する際には、自らが設置する電気通

信設備と他の電気通信事業者（MNO）が設置する電気通信設備とを組み合わせる形でネッ

トワークが構成されることとなり、MNO が設置する電気通信設備については技術基準が既

に適用されていることから、検討対象を明確化し、検討の際の参考とすることを目的とした

ものである。 

なお、本節で提示するネットワーク構成は、検討の際の参考とすることを目的に簡略化し

たものであり、実際のネットワーク構成を限定するものではない。詳細な設備構成について

は、今後、MVNO 等が関係事業者等との協議等を経て決定するものである。また、技術基

準は、原則としてサービスの提供のために必要な全ての電気通信設備に対して適用される

ものであるため、実際の設備構成が想定したネットワーク構成と異なる場合でも、制度の運

用上の支障は生じない。 

また、MNO では 3G15の停波が進められており、3G 停波後の当面の間は IMS をベースと

した VoLTE16での音声伝送サービスの提供が行われることが想定されるため、LTE/4G17で

のネットワーク構成を前提とした。さらに、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株

式会社及び関係事業者において PSTN18（公衆交換電話網）から IP19網への移行が進めら

れていることから、他網との接続については IP 接続を前提とした。 

 

  

                         
15 第 3世代移動通信システム 
16 Voice over LTE(Long Term Evolution) 
17 第 4世代移動通信システム 
18 Public Switched Telephone Network 
19 Internet Protocol 
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（１）MVNO が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合 

MVNO が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合は、MVNO が緊急通報受理機

関 20と直接接続する場合のネットワーク構成と、MNO 側で緊急通報の主要機能を提供す

る場合のネットワーク構成が考えられ、それぞれ、図 2-1、図 2-2 のように示される。いず

れの構成も、現行の制度では基本的には電気通信回線設備に対して技術基準への適合

維持義務が課されることとなっているが、MVNO は加入者情報管理データベースを含む

音声伝送サービスの提供に必要なプラットフォーム等の電気通信設備を設置することが

想定され、通信サービスを確実かつ安定的に提供する観点から、当該設備に対して技術

基準への適合維持義務を課すことが適当であると考えられる。 

携帯電話の音声伝送サービスの円滑な提供を確保する観点からは、MNO が設置する

当該サービスの提供の用に供する電気通信設備は技術基準に適合していることが前提と

なるため、MVNO が設置する当該サービスの提供の用に供する電気通信設備にも技術

基準への適合維持義務を課すことで、音声伝送サービスの提供に必要なネットワーク全

体に安全・信頼性確保のための対策が講じられることとなる。 

 

ゲート
ウェイ

緊急通報
受理機関

加入者情報管理
データベース(HLR/HSS)

音声呼
制御機能

音声サービス等提供
プラットフォーム（IMS） 他の事業者の

ネットワーク

MVNOMNO
移動制御
装置

ゲート
ウェイ

基地局
端末

検討対象（現行の制度では
技術基準は適用されない。）

制御信号

音声呼  
＜図 2-1＞MVNO が緊急通報受理機関と直接接続する場合のネットワーク構成 

 

ゲート
ウェイ

移動制御
装置

他の事業者の
ネットワーク

ゲート
ウェイ

緊急呼用IMS
ゲート
ウェイ 音声呼

制御機能

緊急通報
受理機関

MVNOMNO

一般呼

コールバック
緊急呼 制御信号一般呼と緊急呼を

異なるゲートウェイに
振り分ける

音声呼

緊急呼

端末

検討対象（現行の制度では
技術基準は適用されない。）

加入者情報管理
データベース(HLR/HSS)

音声呼
制御機能

音声サービス等提供
プラットフォーム（IMS）

 
＜図 2-2＞MNO 側で緊急通報の主要機能を提供する場合のネットワーク構成 

 

（２）BWA 事業者等が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合 

BWA 事業者が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合は、自ら音声伝送携帯電

話番号の指定を受ける BWA 事業者として、伝送路設備や BWA サービスの伝送交換等

                         
20 警察機関、海上保安機関又は消防機関 
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に必要なコア設備を自ら設置して BWA サービスを提供する事業者が想定され、この場合

のネットワーク構成は図 2-3 のように示される。地域 BWA 事業者は、無線区間の伝送路

設備を含む電気通信回線設備を設置しているため、現行の制度でも当該設備に対して技

術基準への適合維持義務が課されているが、現状では音声伝送サービスの提供が想定

されていないことから、技術基準としてはデータ伝送役務用設備に係る規定項目のみが

適用されることになる。加入者情報管理データベースを含む音声伝送サービスの提供に

必要なプラットフォーム等を設置する場合、通信サービスを確実かつ安定的に提供するた

めには、音声伝送サービスの提供の用に供する電気通信設備に対しては、技術基準とし

て音声伝送役務用設備に係る規定項目への適合維持義務を課すことが適当であると考

えられる。 

 

ゲート
ウェイ

地域内の
緊急通報
受理機関

音声呼
制御機能

音声サービス等提供
プラットフォーム（IMS） 他の事業者の

ネットワーク

地域BWA事業者
移動制御
装置

ゲート
ウェイ

ゲート
ウェイ

移動制御
装置

緊急呼用IMSゲート
ウェイ 音声呼

制御機能

地域外の
緊急通報
受理機関

地域外の一般呼

地域BWA
事業者の
基地局

MNOの
基地局

地域外の
緊急呼

地域内の一般呼/緊急呼

地域外の
緊急呼

地域外の
緊急呼
コールバック

MNO

制御信号

音声呼

端末

端末

加入者情報管理
データベース(HLR/HSS)

検討対象（電気通信回線設備を設置しているため、
現行の制度でも技術基準※は適用される。）

※ 現行の制度では、音声伝送役務用設備に対する技術基準ではなく、
データ伝送役務用設備に対する技術基準が適用される。

 
＜図 2-3＞地域 BWA 事業者が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合のネットワーク構成 

 

また、地域 BWA 事業者において、データ伝送サービスの提供の際に、BWA サービス

の伝送交換等に必要なコア設備を自ら設置せず、他者からコア機能の提供を受けること

により地域 BWA サービスを実現している事例があることから、このような構成の場合につ

いては、コア機能提供事業者が音声伝送携帯電話番号の指定を受けることが想定され

る。この場合のネットワーク構成は図 2-4 のように示され、コア機能提供事業者は、伝送

路設備を設置しないが、加入者情報管理データベースを含む音声伝送サービスの提供に

必要なプラットフォーム等の電気通信設備を設置することが想定され、当該設備に対し

て、通信サービスを確実かつ安定的に提供する観点から、技術基準への適合維持義務を

課すことが適当であると考えられる。 

携帯電話の音声伝送サービスの円滑な提供を確保する観点からは、MNO が設置する

当該サービスの提供の用に供する電気通信設備は技術基準に適合していることが前提

であるため、コア機能提供事業者が設置する当該サービスの提供の用に供する電気通信

設備にも技術基準への適合維持義務を課すことで、音声伝送サービスの提供に必要なネ

ットワーク全体の安全・信頼性の確保のための対策が講じられることとなる。 

なお、この場合において、地域 BWA 事業者が設置する電気通信設備に対し、技術基

準としては、現在適用されているデータ伝送役務用設備に係る規定項目ではなく、音声伝
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送役務用設備に係る規定項目への適合維持義務を課すことが適当であると考えられる。 

 

ゲート
ウェイ

地域内の
緊急通報
受理機関

音声呼
制御機能

音声サービス等提供
プラットフォーム（IMS） 他の事業者の

ネットワーク

コア機能提供事業者地域BWA事業者
移動制御
装置

ゲート
ウェイ

ゲート
ウェイ

移動制御
装置

緊急呼用IMSゲート
ウェイ 音声呼

制御機能

地域外の
緊急通報
受理機関

地域外の一般呼

地域BWA
事業者の
基地局

MNOの
基地局

地域外の
緊急呼

地域内の一般呼/緊急呼

地域外の
緊急呼

地域外の
緊急呼
コールバック

MNO

制御信号

音声呼

端末

端末

加入者情報管理
データベース(HLR/HSS)

検討対象（現行の制度では
技術基準は適用されない。）

検討対象（電気通信回線設備を設置しているため、
現行の制度でも技術基準※は適用される。）

※ 現行の制度では、音声伝送役務用設備に対する技術基準ではなく、
データ伝送役務用設備に対する技術基準が適用される。

 
＜図 2-4＞コア機能提供事業者が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合のネットワーク構成  
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2.2 音声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNO 等に係る技術基準 

2.2.1 基本的な考え方 

MVNO、BWA 事業者、コア機能提供事業者等が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける

場合には、携帯電話の音声伝送サービスの確実かつ安定的な提供を確保するため、当該

サービスの提供の用に供する電気通信設備について、原則として携帯電話用設備と同等

の技術基準への適合維持義務を課すことが適当である。 

その際、MVNO 等が設置する電気通信設備については、MNO が設置する携帯電話用

設備とはネットワーク構成が異なることを考慮し、以下の２点に配慮する必要があると考え

られる。 

・伝送路設備を自ら設置しない場合においては、伝送路設備に関する規定の適用を除外

する。 

・通信品質については、ネットワーク構成が異なる場合であっても利用者にとって最低限

必要な品質が維持されるようにするため、利用者に対して音声伝送サービスを提供す

る者が End to End での品質に一定の責任を持つことを前提とする。 

 

2.2.2 主な論点と考え方・対応の方向性 

MVNO 等が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける際に設置する電気通信設備につい

ては、伝送路設備を含まない場合が想定されるため、（１）伝送路設備に係る規定項目の

取扱いを整理する必要がある。 

また、MVNO 等が自ら設置する電気通信設備と MNO が設置する電気通信設備とを組

み合わせる形で音声伝送サービスが提供されることから、主に MNO が設置する移動制御

装置 21等によって対策が講じられる（２）異常ふくそう対策や、End to End での音声伝送品

質を始めとした（３）通信品質に係る規定の取扱いを整理する必要がある。 

 

（１）伝送路設備に係る規定項目 

①課題・論点 

現行制度では、携帯電話用設備について、伝送路設備に係る損壊・故障対策とし

て、以下に掲げるような安全・信頼性に係る技術基準が規定されている。 

・伝送路設備及びこれに付随する設備について、予備機器の設置（事業用電気通信

設備規則第４条） 

・有線放送設備の線路と同一の線路を使用する場合の規定（事業用電気通信設備

規則第 15 条の２） 

・伝送路設備に係る大規模災害対策（事業用電気通信設備規則第 15 条の３） 

・ループ状の大規模な伝送路設備について、ループを横断する伝送路設備の追加 

・都道府県庁等、防災上必要な通信に係る伝送路設備について、予備回線の設

                         
21 基地局を収容し、端末の移動管理や認証を行う機能を有する装置 
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置 

・伝送路設備の地域分散設置 

MVNO 等は伝送路設備を自ら設置しない場合が想定されるため、伝送路設備に係

る規定の必要性について整理することが必要である。 

 

②考え方・対応の方向性 

伝送路設備に係る規定項目については、MVNO 等が伝送路設備を自ら設置する場

合に限り、当該規定項目で定められた技術基準への適合維持義務を課すことが適当

である。 

伝送路設備に係る規定項目の適用の要否は、表 2-1 のとおりである。 

 

＜表 2-1＞伝送路設備に係る規定項目の適用の要否 

規定項目(事業用電気通信設備規則において該当する条を記載) 携帯電話用設備
回線非設置かつ
有料大規模の

携帯電話用設備

音声伝送携帯電話
番号の指定を受け
るMVNO等の設備

050IP電話用
の設備

損壊・故障
対策

第４条 ・予備機器等の設置
伝送路設備 ○ ー ○※ ー

交換設備間を接続する伝送路設備 ○ ー ○※ ー

第15条の２ ・有線放送設備の線路と同一の線路を使用する場合 ○ ー ○※ ○

第15条の３ ・大規模災害対策

ループ状の大規模な伝送路設備 ○ ー ○※ ー

県庁等に係る伝送路設備 ○ ー ○※ ー

伝送路設備の地域分散設置 ○ ー ○※ ○  

○：適用対象  －：適用対象外  ※：伝送路設備を自ら設置しない場合は適用対象外 

 

（２）異常ふくそう対策 

①課題・論点 

現行制度では、事業用電気通信設備について、損壊・故障対策として、交換設備の

異常ふくそう対策が課されており、事業用電気通信設備規則第８条では以下のように

規定されている。 

・交換設備は、異常ふくそう（特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換

設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。）が発生し

た場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能

を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこ

れを制御することができる交換設備については、この限りでない。 

さらに、携帯電話用設備については、当該設備に特有の異常ふくそう対策が追加で

課されており、事業用電気通信設備規則第８条の２では以下のように規定されてい

る。 

ア 多数の移動端末設備が同時に電気通信設備と接続する場合等に生じるトラヒック

の瞬間的急増により、電気通信役務の提供に重大な支障が生じないように、以下

のいずれかの措置を講じること 

一 トラヒックの瞬間的急増の発生を防止又は抑制する措置 

二 トラヒックの瞬間的急増に対応するための十分な通信容量を有する電気通信
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設備の設置 

イ 移動端末設備に由来する制御信号の増加により、電気通信役務の提供に重大な

支障が生じないように、以下のいずれかの措置を講じること 

一 制御信号の増加による電気通信設備の負荷を軽減させる措置 

二 制御信号の増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設備の

設置 

移動端末設備とは携帯電話等の端末設備のことであり、このトラヒック量等の制御

は、主に MNO が設置する移動制御装置等によって対策が講じられることが想定され

るため、MVNO 等における異常ふくそう対策に係る規定の必要性について整理するこ

とが必要である。 

 

②考え方・対応の方向性 

MVNO 等が設置する交換設備に対しては、一般的な損壊・故障対策として、異常ふ

くそう対策（事業用電気通信設備規則第８条）を課すことが適当である。 

携帯電話用設備に特有の異常ふくそう対策（事業用電気通信設備規則第８条の２）

のうち、「トラヒックの瞬間的急増の発生を防止又は抑制する措置」及び「制御信号の

増加による電気通信設備の負荷を軽減させる措置」の技術基準については、MNO 等

の他者設備によって講じられる対策によって通信サービスの確実かつ安定的な提供

が図られる場合もあるが、MVNO 等が自ら設置する電気通信設備においても対策が

必要な場合もあると考えられる。 

また、携帯電話用設備に特有の異常ふくそう対策（事業用電気通信設備規則第８

条の２）のうち、「トラヒックの瞬間的急増に対応するための十分な通信容量を有する

電気通信設備の設置」及び「制御信号の増加に対応するための十分な通信容量を有

する電気通信設備の設置」の技術基準は、MVNO 等が自ら設置する電気通信設備に

ついて、同様の措置を取ることが可能であると考えられる。 

これらを勘案し、MVNO 等が設置する電気通信設備に対しても、携帯電話用設備に

特有の異常ふくそう対策（事業用電気通信設備規則第８条の２）と同等の技術基準へ

の適合維持義務を課すことが適当である。 

異常ふくそう対策に係る規定項目の適用の要否は、表 2-2 のとおりである。 

 

＜表 2-2＞異常ふくそう対策に係る規定項目の適用の要否 

規定項目(事業用電気通信設備規則において該当する条を記載) 携帯電話用設備
回線非設置かつ
有料大規模の

携帯電話用設備

音声伝送携帯電話
番号の指定を受け
るMVNO等の設備

050IP電話用
の設備

損壊・故障
対策

第８条、第８
条の２

・異常ふくそう対策
○ ○ ○ ○

トラヒックの瞬間的急増の対策 ○ ○ ○ ー

 

○：適用対象  －：適用対象外 
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（３）通信品質に係る規定 

①課題・論点 

現行制度では、携帯電話用設備について、音声伝送サービスに係る通信品質とし

て、通話品質、接続品質及び総合品質を維持することを求める技術基準が規定され

ている。 

通話品質とは、呼を疎通する端末設備と局舎との間での音量の減衰に係る品質の

ことをいい、通話品質に係る技術基準として、事業者が自ら基準を定めてそれを維持

するよう求める規定が定められている。ただし、これは、3G 以前の音声伝送サービス

を想定したものであり、LTE/4G 以降の音声伝送サービスの提供の用に供する電気通

信設備には適用されない。 

接続品質とは、呼の疎通しやすさに係る品質のことである。接続品質に係る技術基

準として、以下の５点が規定されている。 

・電気通信設備が端末設備等の発呼信号を受信した後、選択信号を受信可能とな

るまでの時間（自動接続遅延時間）が３秒以上となる確率が 0.01 以下 

・電気通信設備が選択信号を受信した後、中継回線の全話中（電話の回線がすべ

て使用されている状態）など着信側端末設備の原因以外で呼を接続できない確率

（呼損率）が 0.15 以下 

・国際発信接続において国内の電気通信設備による呼損率が 0.1 以下 

・国際着信接続において国内の電気通信設備による呼損率が 0.11 以下 

・電気通信設備が端末設備等から選択信号を受信し終わった後、相手側の端末設

備等へ着信するまでの時間（接続遅延）が 30 秒以下 

総合品質とは、呼を疎通する端末設備同士間での音声伝送に係る品質のことであ

り、End to End での品質を定めるものである。携帯電話用設備の総合品質に係る技

術基準としては、電気通信事業者が自ら基準を定めてそれを維持するよう求める規定

が定められている。なお、これは、LTE/4G 以降の音声伝送サービスを対象としたもの

であり、3G 以前の音声伝送サービスの提供の用に供する電気通信設備には適用さ

れない。 

これらの音声伝送サービスに係る通信品質に係る規定の必要性について、整理す

ることが必要である。 

 

②考え方・対応の方向性 

MVNO 等が音声伝送携帯電話番号の指定を受けて提供する音声伝送サービスに

ついては、LTE/4G 以降の移動通信システムでの実現が想定されているため、3G 以

前を想定した通話品質の技術基準や、接続品質に係る技術基準のうちアナログ電話

を想定した自動接続遅延時間に係る技術基準については、適合維持義務を課さない

ことが適当である。 

接続品質に係る技術基準については、MNO が設置する携帯電話用設備には技術

基準への適合維持義務が課されていることを前提として品質の確保が図られているこ

とを踏まえ、MNO が設置する電気通信設備を含む End to End でのネットワークに対
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し、MVNO 等が現行制度における携帯電話用設備と同等の品質の確保を図る観点か

ら、呼損率 0.15 以下及び接続遅延 30 秒以下の技術基準への適合維持義務を課すこ

とが適当である。 

総合品質については、音声伝送サービスを利用者に対して提供する MVNO 等が

End to End での品質にも一定の責任を持つべきであるという考え方のもと、他者設備

を含む End to End でのネットワークを前提に、電気通信事業者が自ら基準を定めてそ

れを維持するよう求める技術基準への適合維持義務を課すことが適当である。 

通信品質に係る規定項目の適用の要否は、表 2-3 のとおりである。また、これらの

規定の遵守を目的として、関係事業者間の連携・協力が促進されることが期待され

る。 

 

＜表 2-3＞通話品質に係る規定項目の適用の要否 

規定項目(事業用電気通信設備規則において該当する条を記載) 携帯電話用設備
回線非設置かつ
有料大規模の

携帯電話用設備

音声伝送携帯電話
番号の指定を受け
るMVNO等の設備

050IP電話用
の設備

通話品質 第34条等 ・呼を疎通する端末設備－局舎間での音量の減衰に係る品質
・（3G以前）基準を
自ら定め維持

・(VoLTE以降)ー
ー ー ー

接続品質 第35条等
・呼の疎通しやすさに係る
品質

自動接続遅延時間が3秒以上となる確率が0.01以下 ー ー ー ー

呼損率0.15以下 ○ ○ ○ ○

国際電話発信の呼損率0.1以下 ○ ー ○＊ ○

国際電話着信の呼損率0.11以下 ○ ー ○＊ ○

接続遅延30秒以下 ○ ○ ○ ○

総合品質
第35条の２
等

・呼を疎通する端末設備同士間での音声伝送に係る品質
・(VoLTE以降のみ)
基準を自ら定め維

持

・(VoLTE以降のみ)
基準を自ら定め維

持

基準を自ら定め維
持

Ｒ値50超、平均
遅延400ms未

満  
○：適用対象  －：適用対象外  ＊：電気通信回線設備を自ら設置し国際電話を提供する場合のみ適用対象 

 

 

2.2.3 音声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNO 等に適用すべき規定項

目 

2.2.1 節及び 2.2.2 節での検討結果を踏まえ、音声伝送携帯電話番号の指定を受ける

MVNO 等に適用すべき規定項目については、表 2-4 のとおりとすることが適当である。 

表 2-4 においては、携帯電話用設備に係る技術基準の規定項目のほか、電気通信回

線設備を設置せずに技術基準の適用を受ける場合の規定項目、及び 050IP 電話用の設

備に対する規定項目についても参考として記載している。 
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＜表 2-4＞音声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNO 等に適用すべき規定項目 

規定項目(事業用電気通信設備規則において該当する条を記載) 携帯電話用設備
回線非設置かつ
有料大規模の

携帯電話用設備

音声伝送携帯電話
番号の指定を受け
るMVNO等の設備

050IP電話用
の設備

損壊・故障
対策

第４条 ・予備機器等の設置

交換設備 ○ ○ ○ ー

伝送路設備 ○ ー ○※ ー

多重変換装置等 ○ ○ ○ ー

交換設備間を接続する伝送路設備 ○ ー ○※ ー

第５条 ・故障検出 ○ ○ ○ ○

第６条 ・防護措置 ○ ○ ○ ○

第７条、第
16条の３

・試験機器及び応急復旧機材の配備
試験機器 ○ ○ ○ ー

応急復旧機材 ○ ○ ○ ○

第８条、第８
条の２

・異常ふくそう対策
○ ○ ○ ○

トラヒックの瞬間的急増の対策 ○ ○ ○ ー

第９条、第
16条の４

・耐震対策

床への緊結 ○ ○ ○ ○

構成部品の固定 ○ ○ ○ ○

重要な設備 ○ ○ ○ ー

第10条 ・電源設備
○ ○ ○ ○

予備機器の設置 ○ ○ ○ ー

第11条 ・停電対策 ○ ○ ○ ー

第12条 ・誘導対策 ○ ○ ○ ○

第13条、第
16条の４

・防火対策等

通信機械室 ○ ○ ○ ○

コンテナ等、とう道 ○ ○ ○ ー

他事業者に場所を提供する場合 ○ ○ ○ ー

第14条 ・屋外設備の保護 ○ ○ ○ ○

第15条 ・設備を収容する建築物等の保護 ○ ○ ○ ー

第15条の２ ・有線放送設備の線路と同一の線路を使用する場合 ○ ー ○※ ○

第15条の３ ・大規模災害対策

ループ状の大規模な伝送路設備 ○ ー ○※ ー

県庁等に係る伝送路設備 ○ ー ○※ ー

重要な設備の地域分散設置 ○ ○ ○ ○

伝送路設備の地域分散設置 ○ ー ○※ ○

防災計画を考慮した設置 ○ ○ ○ ー

秘密保持
第17条、第
18条

・通信内容の秘匿措置、蓄積情報保護 ○ ○ ○ ○

他者設備
の損傷・機
能障害防

止

第19条、第
20条、第21
条、第22条

・損傷防止、機能障害の防止、保安措置の設置、異常ふくそう対策 ○ ○ ○ ○

責任分界
第23条、第
24条

・分界点の明確化、機能確認 ○ ○ ○ ○

電源供給、
信号条件

等

第27条-第
33条

・端末設備等を接続する点における電源供給、端末設備等が送出する信号の受信
条件、信号や可聴音の送出条件等

ー ー ー ー

基本機能

第35条の３
等

・発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること
・電気通信番号を認識すること
・着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。
・通信の終了を認識すること

○ ○ ○ ○

第33条の２、
第35条の３
等

・ファクシミリによる送受信が正常に行えること ー ー ー ー

通話品質 第34条等 ・呼を疎通する端末設備－局舎間での音量の減衰に係る品質
・（3G以前）基準を
自ら定め維持

・(VoLTE以降)ー
ー ー ー

接続品質 第35条等 ・呼の疎通しやすさに係る品質

自動接続遅延時間が3秒以上とな
る確率が0.01以下

ー ー ー ー

呼損率0.15以下 ○ ○ ○ ○

国際電話発信の呼損率0.1以下 ○ ー ○＊ ○

国際電話着信の呼損率0.11以下 ○ ー ○＊ ○

接続遅延30秒以下 ○ ○ ○ ○

総合品質
第35条の２
等

・呼を疎通する端末設備同士間での音声伝送に係る品質
(VoLTE以降のみ)

基準を自ら定め維持
(VoLTE以降のみ)

基準を自ら定め維持
基準を自ら定め維持

Ｒ値50超、平均
遅延400ms未満

NW品質
第35条の２
の２等

・呼を疎通するIPネットワーク部分に係る品質 ー ー ー ー

安定品質
第35条の２
の３等

・呼の疎通の安定性に係る品質 ー ー ー ー

緊急通報
第35条の２
の４等

緊急通報を扱う場合は、
・緊急通報を、管轄する受理機関に接続すること
・位置情報等を受理機関に送信する機能を有すること
・回線保留または呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること

○ ○ ○ ○

災害時優
先通信

第35条の２
の５等

・災害時優先通信を優先的に取り扱うことができること ○
災害時優先通信を

扱う場合は○
災害時優先通信を

扱う場合は○
災害時優先通信
を扱う場合は○

発信者番号
偽装防止

第35条の２
の６等

・利用者に付与した電気通信番号と異なる電気通信番号を送信することがないよう
必要な措置を講じること

○ ○ ○ ○

 

○：適用対象  －：適用対象外  ※：伝送路設備を自ら設置しない場合は適用対象外 

＊：電気通信回線設備を自ら設置し国際電話を提供する場合のみ適用対象 
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2.3 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準に対する考え方 

安全・信頼性基準において、自ら電気通信回線設備を設置する MNO のネットワークは

「電気通信回線設備事業用ネットワーク」に該当し、自ら電気通信回線設備を設置しない

MVNO 等のネットワークは「特定回線非設置事業用ネットワーク」に該当することとなるため、

これらにはそれぞれ異なる規定項目が適用されることとなる。 

MVNO 等が自ら電気通信回線設備を設置せずに音声伝送携帯電話番号の指定を受け

て音声伝送サービスを提供する場合には、MVNO 等が自ら設置する電気通信設備に対し、

安全・信頼性基準において「電気通信回線設備事業用ネットワーク」と同等の規定項目が

適用されるべきであると考えられる。なお、「特定回線非設置事業用ネットワーク」について

は、そのカテゴリの創設に関する検討 22の際に、伝送路設備に係る項目を除き、「電気通信

回線設備事業用ネットワーク」に適用される規定項目と原則として同一の規定項目を課す

べきとされている。ただし、「特定回線非設置事業用ネットワーク」に係る一部の規定項目に

ついては、対応に一定程度の期間を要すること等を踏まえた猶予的な措置として「その他

の電気通信事業用ネットワーク」と同一の規定項目が適用されている。 

現在は、「特定回線非設置事業用ネットワーク」のカテゴリが創設されてから十分な期間

が経過したと考えられることから、これを機に、「特定回線非設置事業用ネットワーク」に適

用される規定項目について、伝送路設備に係る項目を除き、「電気通信回線設備事業用ネ

ットワーク」に適用される規定項目と整合を図っていくことが適当である。 

具体的に、「電気通信回線設備事業用ネットワーク」と「特定回線非設置事業用ネットワ

ーク」との間で、伝送路設備に係る項目以外で差異のある箇所は、以下の（１）ソフトウェア

の信頼性に係る項目、（２）他者設備の技術基準の確認に係る項目、（３）通信の途絶防止

対策に係る項目、（４）現状を調査・分析する際の手順化に係る項目、及び（５）維持・運用

に係る項目であり、これらの項目について「電気通信回線設備事業用ネットワーク」及び

「特定回線非設置事業用ネットワーク」の規定項目の整合を図ることが適当である。 

 

（１）ソフトウェアの信頼性に係る項目 

本項目については、以下の表の赤線で囲んだ箇所で示すとおり、「別表第１ 設備等基

準」においては、「第１．設備基準 １．一般基準 （9)ソフトウェアの信頼性向上対策」のうち、

「コ 交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、復元できるよう複数世

代のものを保管すること。」及び「サ 交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアにつ

いては、ソフトウェア不具合等により電気通信役務の提供が停止することがないよう、当該

ソフトウェアの導入・更新時は十分な検証を行い、その信頼性を確保すること。」が該当す

る。 

また、「別表第２ 管理基準」においては、「第３．方法 １．平常時の取組 (7)ソフトウェア

の信頼性確保」のうち、「カ 使用しているソフトウェアの安全・信頼性の基準及び指標を策

定すること。」、「キ 交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、機器等

の製造・販売を行う者等関係者との契約書等において、サービスの提供の継続に重要と考

えられる有効期限等の情報を確認できることを明示すること。」及び「ク ソフトウェアに有効

期限が設定されている場合は、電気通信事業者が自ら又は機器等の製造・販売を行う者

                         
22 情報通信審議会答申「ネットワークの IP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「ネットワー

クの IP化に対応した安全・信頼性対策に関する事項」（平成 27年 1月 21日） 
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等関係者との契約等を通じて、確実に管理すること。」が該当する。 

 
別表第１ 設備等基準 

項   目 対     策 

実施指針 

電気

通信

回線

設備

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

特定

回線

非設

置事

業用

ネッ

トワ

ーク 

その

他の

電気

通信

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

自営

情報

通信

ネッ

トワ

ーク 

ユー

ザネ

ット

ワー

ク 

第１．設備基準 

  １．一般基準 

    

(9) ソフトウェ

アの信頼性向

上対策 

ア 
ソフトウェアを導入する場合は、

品質の検証を行うこと。 
◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 

    

イ 

ソフトウェア及びデータを変更す

るときは、容易に誤りが混入しな

いよう措置を講ずること。 

◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 

    
ウ 

システムデータ等の重要データの

復元ができること。 
◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 

    

エ 

ソフトウェアには、異常の発生を

速やかに検知し、通報する機能を

設けること。 

○ ○ ○ ○ ○ 

    

オ 

ソフトウェアには、サイバー攻撃

等に対する脆弱性がないように対

策を継続的に講ずること。 

◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 

    

カ 

新しいシステムの導入に当たつて

は、実際に運用する場合と同一の

条件や環境を考慮し、ハードウェ

アの初期故障、ソフトウェアの不

具合による障害が可能な限り発生

しないよう十分なシミュレーショ

ンを実施すること。 

◎ ◎ ◎ ○ ○ 

    

キ 

現用及び予備機器の切替えを行う

ソフトウェアは十分な信頼性を確

保すること。 

◎ ◎ ◎ ○ ○ 

    

ク 

ソフトウェアの導入又は更新に当

たつては、ウィルス等の混入を防

ぎ、セキュリティを確保するこ

と。 

◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 

    
ケ 

定期的にソフトウェアを点検し、

リスク分析を実施すること。 
◎ ◎ ◎ ○ ○ 

  

コ 

交換機の制御等に用いられる重要

なソフトウェアについては、復元

できるよう複数世代のものを保管

すること。 

◎ － － － － 
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サ 

交換機の制御等に用いられる重要

なソフトウェアについては、ソフ

トウェア不具合等により電気通信

役務の提供が停止することがない

よう、当該ソフトウェアの導入・

更新時は十分な検証を行い、その

信頼性を確保すること。 

◎ － － － － 

注 実施指針の欄中、「◎」、「◎*」、「○」及び「－」は、それぞれ次のことを示す。 
  ◎ ：実施すべきである。 
  ◎* ：技術的な難易度等を考慮して段階的に実施すべきである。 
  ○ ：実施が望ましい。 

 － ：対象外。 

 
別表第２ 管理基準 

項   目 対     策 

実施指針 

電気

通信

回線

設備

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

特定

回線

非設

置事

業用

ネッ

トワ

ーク 

その

他の

電気

通信

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

自営

情報

通信

ネッ

トワ

ーク 

ユー

ザネ

ット

ワー

ク 

第３．方法  

  １．平常時の取組 

    

(7) ソフトウ

ェアの信頼

性確保 

ア 

ソフトウェアの要求仕様は、サー

ビス内容及び通信需要予測を踏ま

えて策定すること。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

イ 

ソフトウェア開発を委託する場合

は、委託業者との連携により仕様

誤認・設計開発面での誤認を防止

すること。 

◎ ◎ ◎ ○ ○ 

    

ウ 

ソフトウェアの不具合による動作

不良等を防止するための監視項

目・方法を事前に確認すること。 

◎ ◎ ◎ ○ ○ 

    

エ 

ソフトウェアの試験は、商用環境

に近い環境で試験を実施するこ

と。 

◎ ◎ ◎ ○ ○ 

    

オ 

 定期的にソフトウェアのリスク分

析を行うとともに、更新の必要性

を確認すること。 

◎ ◎ ◎ ○ ○ 

    

カ 

使用しているソフトウェアの安

全・信頼性の基準及び指標を策定

すること。 

◎ ◎* ◎* ○ ○ 

  

キ 

交換機の制御等に用いられる重要

なソフトウェアについては、機器

等の製造・販売を行う者等関係者

◎ － － － － 
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との契約書等において、サービス

の提供の継続に重要と考えられる

有効期限等の情報を確認できるこ

とを明示すること。 

  

ク 

ソフトウェアに有効期限が設定さ

れている場合は、電気通信事業者

が自ら又は機器等の製造・販売を

行う者等関係者との契約等を通じ

て、確実に管理すること。 

◎ － － － － 

注 実施指針の欄中、「◎」、「◎*」、「○」及び「－」は、それぞれ次のことを示す。 
  ◎ ：実施すべきである。 
  ◎* ：技術的な難易度等を考慮して段階的に実施すべきである。 
  ○ ：実施が望ましい。 

 － ：対象外。 

 

（２）他者設備の技術基準の確認に係る項目 

本項目については、以下の表の赤線で囲んだ箇所で示すとおり、「別表第２ 管理基準」

において、「第３．方法 １．平常時の取組 (3)設計」のうち、「ツ 電気通信事業者が当該電

気通信事業者以外の者が提供する設備を利用して電気通信役務を提供する際には、当該

設備を利用する電気通信事業者自らが、電気通信設備として必要とされる技術基準を満た

していることを確認すること。」が該当する。 

 
別表第２ 管理基準 

項   目 対     策 

実施指針 

電気

通信

回線

設備

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

特定

回線

非設

置事

業用

ネッ

トワ

ーク 

その

他の

電気

通信

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

自営

情報

通信

ネッ

トワ

ーク 

ユー

ザネ

ット

ワー

ク 

第３．方法  

  １．平常時の取組 

    

(3) 設計 

ア 

将来の規模の拡大、トラヒック増

加（端末の挙動によるものを含

む。）、インターネットの経路制

御情報等の制御信号の増加及び機

能の拡充を考慮した設計とするこ

と。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

イ 

トラヒック及びインターネットの

経路制御情報等の制御信号の瞬間

的かつ急激な増加の対策を講じた

設計とすること。 

◎ ◎ ◎ － － 
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ウ 

重要な機器を導入する場合は、導

入判定の統一基準を策定し、その

基準に基づき品質の検証を行うこ

と。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

エ 

重要な機器を調達する場合は、サ

プライチェーンにおける情報セキ

ュリティを考慮した機器を調達す

ること 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    
オ 

サーバ等機器導入前の機能確認を

十分に実施すること。 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

カ 

機器等の製造・販売等を行う者か

ら提供されるシステムについての

検査手法及び品質評価手法を事前

に確認すること｡ 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

キ 

設備の設定値の誤設定・誤入力防

止のため、委託業者と連携し、設

定変更の確認事項等を明らかにす

ること。 

◎ ◎ ◎ ◎* ○ 

    

ク 

設備の設定値の誤設定・誤入力防

止のため、設定変更後には、実機

に導入する前に確認試験を行うこ

と。 

◎ ◎ ◎ ◎* ○ 

    

ケ 

設備の不具合を事前に発見するた

めに次の試験を実施すること。 

①デグレード試験 

②過負荷試験 

③商用環境に近い環境での試験 

④品質の定量化試験 

◎* ◎* ◎* ○ ○ 

    

 

コ 

トラヒックの瞬間的かつ急激な増

加への対策として、各装置の最大

処理能力を超える負荷試験を実施

すること。この場合において、商

用環境でのトラヒックパターンを

参考に、複数のトラヒック条件で

の試験を実施すること。 

○ ○ － － － 

    
サ 

相互接続性の試験・検証方式を明

確にすること。 
◎ ◎ ◎ － － 

    

シ 

検収試験及び保守試験において

は、実データを使用しないこと。

ただし、やむを得ない場合であつ

て、通信の秘密の保護及びデータ

の保護に十分に配慮する場合は、

この限りでない。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    
ス 

重要な電気通信設備においては、

冗長構成をとるようにすること。 
◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 

    

セ 

冗長構成をとる電気通信設備にお

いては、予備系への切替動作が確

実に行われることを確認するこ

と。 

◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 
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ソ 

冗長構成をとる電気通信設備の予

備系への切替えができなくなつた

場合の復旧手順をあらかじめ準備

すること。 

◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 

  
タ 

設備及び設備を設置する建築物等

の基準及び指標を策定すること。 
◎ ◎ ◎ ○ － 

    

チ 

重要な回線については、異なる２

者以上の電気通信事業者から提供

を受ける等により、信頼性の向上

を図ること。 

－ － － ○ ○ 

  

 ツ 

電気通信事業者が当該電気通信事

業者以外の者が提供する設備を利

用して電気通信役務を提供する際

には、当該設備を利用する電気通

信事業者自らが、電気通信設備と

して必要とされる技術基準を満た

していることを確認すること。 

◎ － － － － 

注 実施指針の欄中、「◎」、「◎*」、「○」及び「－」は、それぞれ次のことを示す。 
  ◎ ：実施すべきである。 
  ◎* ：技術的な難易度等を考慮して段階的に実施すべきである。 
  ○ ：実施が望ましい。 

 － ：対象外。 

 

（３）通信の途絶防止対策に係る項目 

本項目については、以下の表の赤線で囲んだ箇所で示すとおり、「別表第１ 設備等基

準」において、「第１．設備基準 １．一般基準 （11)通信の途絶防止対策」の、「通信の途絶

を防止する措置を講ずること。」が該当する。 
 

別表第１ 設備等基準 

項   目 対     策 

実施指針 

電気

通信

回線

設備

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

特定

回線

非設

置事

業用

ネッ

トワ

ーク 

その

他の

電気

通信

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

自営

情報

通信

ネッ

トワ

ーク 

ユー

ザネ

ット

ワー

ク 

第１．設備基準 

  １．一般基準 

    (11) 通信の途

絶防止対策 
  
通信の途絶を防止する措置を講ず

ること。 
◎* － － ◎* － 

注 実施指針の欄中、「◎」、「◎*」、「○」及び「－」は、それぞれ次のことを示す。 
  ◎ ：実施すべきである。 
  ◎* ：技術的な難易度等を考慮して段階的に実施すべきである。 
  ○ ：実施が望ましい。 

 － ：対象外。 
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（４）現状を調査・分析する際の手順化に係る項目 

本項目については、以下の表の赤線で囲んだ箇所で示すとおり、「別表第２ 管理基準」

において、「第３．方法 １．平常時の取組 (1)基本的取組」のうち、「イ 情報通信ネットワー

クの現状を調査・分析する作業の手順化を行うこと。」及び「第３．方法 １．平常時の取組 

(12)現状の調査・分析・改善」のうち、「ウ 情報通信ネットワークの維持及び運用に関して、

現状の調査・分析作業の手順化を行うこと。」が該当する。 
 

別表第２ 管理基準 

項   目 対     策 

実施指針 

電気

通信

回線

設備

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

特定

回線

非設

置事

業用

ネッ

トワ

ーク 

その

他の

電気

通信

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

自営

情報

通信

ネッ

トワ

ーク 

ユー

ザネ

ット

ワー

ク 

第３．方法  

  １．平常時の取組 

    

(1) 基本的取

組 

ア 

情報通信ネットワークの現状を調

査・分析する項目、評価方法等の

基準を設定すること。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

イ 

情報通信ネットワークの現状を調

査・分析する作業の手順化を行う

こと。 

◎ ◎* ◎* ◎* ◎ 

    

ウ 

設計、工事、維持・運用の各工程

における作業を明確にするととも

に、工程間の調整及び管理を行う

こと。 

◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 

注 実施指針の欄中、「◎」、「◎*」、「○」及び「－」は、それぞれ次のことを示す。 
  ◎ ：実施すべきである。 
  ◎* ：技術的な難易度等を考慮して段階的に実施すべきである。 
  ○ ：実施が望ましい。 

 － ：対象外。 
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別表第２ 管理基準 

項   目 対     策 

実施指針 

電気

通信

回線

設備

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

特定

回線

非設

置事

業用

ネッ

トワ

ーク 

その

他の

電気

通信

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

自営

情報

通信

ネッ

トワ

ーク 

ユー

ザネ

ット

ワー

ク 

第３．方法  

    

(12) 現状の

調査・分

析・改善 

ア 

災害時優先通信の機能により他の

通信の制限又は停止を行つた場合

には、災害時優先通信及び他の通

信の疎通の状況を記録・分析する

こと。 

◎ ◎ ◎ － － 

    

イ 

情報通信ネットワークの維持及び

運用に関して、現状の調査・分析

を行う項目、評価方法等の基準を

設定すること。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

ウ 

情報通信ネットワークの維持及び

運用に関して、現状の調査・分析

作業の手順化を行うこと。 

◎ ◎* ◎* ◎* ◎ 

    

エ 

情報通信ネットワークの維持及び

運用に関して、現状の調査・分析

結果を、必要に応じ、情報通信ネ

ットワークの維持及び運用体制並

びに手順書に反映させること。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

オ 

情報通信ネットワークの維持及び

運用に関して、現状の調査・分析

結果を、必要に応じ、教育・訓練

計画に反映させること。 

◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 

注 実施指針の欄中、「◎」、「◎*」、「○」及び「－」は、それぞれ次のことを示す。 
  ◎ ：実施すべきである。 
  ◎* ：技術的な難易度等を考慮して段階的に実施すべきである。 
  ○ ：実施が望ましい。 

 － ：対象外。 

 

（５）維持・運用に係る項目 

本項目については、以下の表の赤線で囲んだ箇所で示すとおり、「別表第２ 管理基準」

において、「第３．方法 １．平常時の取組 (5)維持・運用」のうち、「キ 設備を設置する建築

物及び空気調和設備の定期的な保全点検を実施すること。」が該当する。 
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別表第２ 管理基準 

項   目 対     策 

実施指針 

電気

通信

回線

設備

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

特定

回線

非設

置事

業用

ネッ

トワ

ーク 

その

他の

電気

通信

事業

用ネ

ット

ワー

ク 

自営

情報

通信

ネッ

トワ

ーク 

ユー

ザネ

ット

ワー

ク 

第３．方法  

  １．平常時の取組 

    

(5) 維持・運

用 

ア 

設備の動作状況を監視し、故障等

を検知した場合は、必要に応じ、

予備設備への切換え又は修理を行

うこと。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

イ 

部外工事に係る情報や企画型ふく

そうの原因となる情報等、情報通

信ネットワークの健全な運用に必

要な情報の収集のための措置を講

ずること。 

◎ ◎ ○ ○ ○ 

    

ウ 

保全・運用基準を設定するととも

に、保全・運用に関する各種デー

タの集計管理を行うこと。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    
エ 

保全・運用作業の手順化を行い、

手順書の作成を行うこと。 
◎ ◎ ◎ ◎  ◎* 

    

オ 

経年劣化による自然故障が軽減す

るよう監視データの分析を行うこ

と。 

◎* ◎* ◎* ○ ○ 

    
カ 

定期的に保守点検を実施するこ

と。 
◎ ◎ ◎* ○ ○ 

    

キ 

設備を設置する建築物及び空気調

和設備の定期的な保全点検を実施

すること。 

◎ ◎* ◎* ◎ ◎ 

    

ク 

保守の委託を行う場合は、契約書

等により保守作業の範囲及び責任

の範囲を明確にすること。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

ケ 

保守の委託を行う場合は、作業手

順を明確にするとともに、監督を

行うこと｡ 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

コ 

故障等における迅速な原因分析の

ための事業者と機器等の製造・販

売等を行う者や業務委託先との連

携体制を確立すること。 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    
サ 

業務委託先の選別の評価要件の設

定を行うこと。 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    
シ 

通信の秘密の確保に関する取組を

実施すること。 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
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  ス 復旧対策の手順化を行うこと。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

    

セ 

データ投入等における高い信頼性

が求められる作業において、容易

に誤りが混入しないよう措置を講

ずること。 

◎ ◎ ◎ ○ ○ 

注 実施指針の欄中、「◎」、「◎*」、「○」及び「－」は、それぞれ次のことを示す。 
  ◎ ：実施すべきである。 
  ◎* ：技術的な難易度等を考慮して段階的に実施すべきである。 
  ○ ：実施が望ましい。 

 － ：対象外。 
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第３章 今後の対応 

本報告では、通信サービスの提供構造の多様化・複雑化等が進展する中で、MVNO等

への音声伝送携帯電話番号の指定を可能とすべきであるという方針を受けて、「音声伝送

携帯電話番号の指定を受けるMVNO等に係る技術的条件」について整理を行い、第一次

報告として取りまとめた。 

本報告が示した方向性に基づき、総務省において、必要な制度改正を速やかに進める

ことで、電気通信設備の安全・信頼性の確保及び利用者利益のより一層の向上を図ってい

くことが適当である。 

さらに、今後整備される技術基準の遵守を目的として、MVNO等とMNOとの間の連携・協

力が促進されることが期待される。 

また、今回は、現時点で想定されるネットワーク構成を前提として新たな技術基準につい

て検討を行ったが、電気通信市場や音声伝送サービスの在り方、利用者からのニーズなど

は変化を続けることが予想されるため、その時代の変化に即した技術基準や制度について、

今後も適宜適切に議論を行っていくことが重要であると考えられる。 

今後は、通信サービスを提供する設備が多様化している状況を踏まえて電気通信事業

者に対する技術基準の対象範囲等の見直しを行うなど、「仮想化技術等の進展に伴うネッ

トワークの多様化・複雑化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」に関する検討を更

に進めていくことが必要である。 
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[参考]電気通信番号に関する現行制度等  
（１）電気通信番号の指定 

令和元年に施行された新たな電気通信番号制度により、電気通信番号を使用する全て

の電気通信事業者（自らが番号の指定を受けて使用する者・自らは指定を受けないが番号

を使用する者）は、電気通信番号使用計画の認定を受ける必要がある。 

総務大臣は、番号の種別、番号の使用条件等を定めた電気通信番号計画を公示するこ

ととなっており、その関係を図１に示す。 

 

電気通信番号計画（番号の使用条件等）

電気通信
番号使用計画

標準電気通信番号使用計画

利用者

■総務大臣

■事業者

電気通信番号使用計画 （標準電気通信番号使用計画と同一の）
電気通信番号使用計画

番号の卸提供

利用者 利用者

番号

認定 認定 みなし認定指定

番号の指定を受けない事業者

番号の指定を受ける事業者

■利用者

認定認定

番号の使用形態が卸元と異なる 番号の使用形態が卸元と同じ

FNO※1、MNO等が該当

再販事業者（FVNO※2・MVNO）等が該当

※1 FNO (Fixed Network Operator)
固定回線網を自ら設置して固定通信サービスを提供
する電気通信事業者

※2 FVNO(Fixed Virtual Network Operator)
既存の固定電気通信事業者のネットワークインフラ
を利⽤して、利⽤者に固定通信サービスを提供する
電気通信事業者

 

図 1 電気通信番号の指定の概要 
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（２）主な電気通信番号 

主な電気通信番号の種別を図２に示す。 

音声伝送携帯電話番号は、070、080 又は 090 から始まる 11 桁の電気通信番号であ

り、利用者設備識別番号に該当する。 

 

電気通信番号の種別 電気通信番号の構成 代表的な使用事例・用途等

利
用
者
設
備
識
別
番
号

固定電話番号 ０ＡＢＣＤＥＦＧＨＪ ー

付加的役務電話番号 ０ＡＢ０ＤＥＦＧＨＪ(Ｋ)
（ABは12,17,18,57,80(Kあり),99。）

0120（着信課金）
0570（統一番号）

データ伝送携帯電話番号
０２００ＤＥＦＧＨＪＫＬＭＮ
０２０ＣＤＥＦＧＨＪＫ
（Cは0,4を除く。）

ー

音声伝送携帯電話番号
０７０ＣＤＥＦＧＨＪＫ
０８０ＣＤＥＦＧＨＪＫ
０９０ＣＤＥＦＧＨＪＫ
（Cは0を除く。）

ー

特定ＩＰ電話番号 ０５０ＣＤＥＦＧＨＪＫ
（Cは0を除く。） ー

ＩＭＳＩ ４４０ＤＥ…(15桁)
４４１ＤＥＦ…(15桁)

International Mobile Subscriber Identity
電気通信回線設備に接続された端末設備を識別する
ための番号であり、加入者識別に使用される。

事
業
者
設
備
等
識
別
番
号

事業者設備識別番号
００ＸＹ／００２ＹＺ
（Xは0,2,9を除く。） 電気通信事業者の電気通信設備を識別するための番

号であり、中継ルーティングに使用される。
００９１ＸＹ

付加的役務識別番号 １ＸＹ(3桁以上) 117（時報）
177（天気予報）

緊急通報番号 １１０／１１８／１１９ 警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報
に使用される。

プレフィックス ０／０１０ 0（国内）
010（国際）  

図２ 主な電気通信番号 
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別表１ 技術検討作業班 構成員 

 

情報通信審議会 情報通信技術分科会 

IPネットワーク設備委員会 技術検討作業班 構成員 

（令和４年４月11日現在 敬称略、五十音順） 

 氏  名 主 要 現 職 

主任 内田 真人 早稲田大学 理工学術院 教授 

 熊谷 充敏 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 企画一部 部長 

 佐々木 太志 一般社団法人テレコムサービス協会 ＭＶＮＯ委員会運営分科会 主査 

 田中 絵麻 明治大学 国際日本学部 専任講師 

 中尾 彰宏 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

 土生 由希子 一般社団法人電気通信事業者協会 安全・信頼性協議会 会長 

 原井 洋明 国立研究開発法人情報通信研究機構 ネットワーク研究所 研究所長 

 矢入 郁子 上智大学 理工学部 情報理工学科 准教授 

 安力川 幸司 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 モバイル部会 副部会長 

 

（オブザーバ） 

・株式会社ＮＴＴドコモ 

・ＫＤＤＩ株式会社 

・ソフトバンク株式会社 

・楽天モバイル株式会社 

・東日本電信電話株式会社 

・西日本電信電話株式会社 

・日本通信株式会社 

・株式会社インターネットイニシアティブ 

・株式会社地域ワイヤレスジャパン 
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